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ご相談をご希望される方は、まずはお電話でご予約ください

アクセス

TEL 049-299-5068　FAX 049-299-5072

■ 電車でお越しの場合
・東武東上線［川越駅］東口の東武バス乗り場から
 ［札の辻］または［市役所前］停留所下車
・西武新宿線［本川越駅］東口の東武バス乗り場から
 ［札の辻］または［市役所前］停留所下車

■ 車でお越しの場合
・川越市役所より蔵造り商店街方面
  事務所の裏等に提携コインパーキング（らくだプラザ）あり

川越元町法律事務所

受付時間外でも対応できる場合があります。お気軽にお問い合わせください。

法律相談 30分5,000円(税別)
「誰に相談したらいいのだろう？」と
困った時は、お早めにご相談ください!

本たよりをご持参いただいた場合

初回のみ相談無料

049-299-5068

時の鐘 - 夕焼け -

当事務所は、２０１７年１月に開設して、今年で無事に１０年目を迎えることができました。
これもひとえに皆様からの温かいご支援とご信頼の賜物であると、心から感謝申し上げます。
この１０年の間、多くの法律が改正され、新法が施行されるなど、社会のルールである法律も大きく
変化してきました。身近なルールの変化としては、不動産登記法の相続不動産登記の義務化、民法の
時効制度の変更、配偶者居住権や離婚後の共同親権の創設（２０２６年５月施行予定）などがあります。
我々も、法律の専門家として、これらのルールの変更を正確に理解し、実務の変化に対応できるよう、
日々研鑽を重ねてきました。
巻頭の写真は「時の鐘」です。「時の鐘」は、創建された江戸時代の初期から人々の暮ら
しに欠かせない「時」を告げてきた小江戸川越のシンボルです。
当事務所も、地域密着型の法律事務所として、「時の鐘」のように地域の人々の暮らし
に欠かすことのできない法律事務所になれるよう、
日々努力をしてまいります。
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「１０」
　事務所だよりも１０号目に突入し
ました。「１０」といえば、昔は１０年
続けて一人前などと言われました
が、多くの情報が簡単に手に入る
現代では、比べ物にならない速さ
で知識を得て成長することができ
るようになりました。
　しかし、我々の仕事においては、
法律だけで解決できない問題も多
く、知識の他に経験やそれに基づ
く発想力といったものが必要です。
また、一つのことを長く継続してい
くことは、自信と信頼にもつながり
ます。そのため、今の時代でも、10年
というのは一つの重要な目安とい
えます。
　事務所も１０年という節目を迎え
ましたが、これまでの経験を活か
し、さらなる研鑽を続けながら、こ
れからの１０年を迎えていきたいと
思います。

ワタシ
たち プ チ 法 律 コ ラ ム

「ひとつ、ひとつ」
　昨年１０月にノーベル生理学・医
学賞に選出された坂口志文教授が
取材陣に座右の銘を聞かれ、答え
たのが「ひとつ、ひとつ」でした。
　「きれいな四字熟語にはまとまら
ないものです。」と少し照れながら
話す坂口教授にとても親しみを感
じつつ、ひとつひとつ地道な基礎研
究を５０年積み重ねた上に大きな発
見がある、研究者ならではの言葉だ
と感じました。
　事務所開設から１０年目を迎えま
すが、まだ振り返るほどの歳月では
ありません。弁護士業務の基本は、
丹念に事実を集め、それらを整理し、
法的主張に組立てていくことです。
常にこの基本に立ち返り、ひとつひ
とつの案件に、ひとりひとりの依頼
者に真摯に向き合うこと、１０年目の
今年もこの基本を忘れずに、邁進し
ていきたいと思います。

「家庭菜園」
　数年前から自宅の小さな庭で
家庭菜園を始め、きゅうり、ナス、
トマト、大葉などの夏野菜を育てて
います。
　一年目はどの野菜も豊作で、野
菜作りも意外と簡単だなと思って
いた時期もありました。
　しかし、二年目以降は連作障害、
日照り、虫食いなどのため、収穫量
がどんどん減っていき、酷暑により
葉っぱが焼ける葉焼けが起きて育
たない野菜もありました。
　毎年元気に育ってくれるのは野
菜作り初心者にも優しい大葉だけ
で、自然を相手にする野菜作りは
難しいということを痛感させられま
した。
　スーパーで買った野菜を食べつ
つ、農家さんに感謝する毎日です。
今年こそは酷暑に負けず、豊作目
指して頑張りたいと思います。

共同親権とは
親権とは、子どもの養育・監護・財産管理について認められた、
父母の権利・義務のことです。日本ではこれまで離婚の際、単独
親権が採用されてきましたが、今後は父母の協議によって共同
親権か単独親権かを選択できるようになります。 

離婚時に激しい親権争いを避けられるとされています。
しかし、共同親権でも、子どもの監護者や、子どもに関する意思決定
はどうするのかを決めなければならず、問題の先送りにすぎません。

養育に関する責任感が強まり、養育費が適切に支払われるとさ
れています。
しかし、多くの事例を見てきた立場からすると、親権の存否にか
かわらず、養育費をしっかりと支払う人は支払います。
むしろ、この問題については、支払い確保に向けた法整備の充
実が必要であり、共同親権によって解決できるかは疑問です。

両親が共同で子どもを養育し、子どもが両親からの愛情を感じ
る機会が増えるとされています。
しかし、今までも子の父親、母親であることに変わりはなかった
のであって、協力的でない人が、共同親権とすることにより協力
的になるとは思えません。そもそも、協力的に子育てするのは
当然であって、親権があるから協力的な子育てが期待できると
いう考え自体が間違っていると思います。

進学や転居などの重要な事項について、意見が対立した場合に
意思決定が滞り、子どもに不利益となるおそれがあります。
確かに、日常の行為や急迫の事情があるときは、単独で親権を
行使できるとされていますが、判断基準は明確ではありません。
そして、意見が対立した場合は裁判所の判断によることとなり、
意思決定の遅滞は避けられません。

共同親権となった場合、離婚後も加害者との接触が避けられ
ず、ＤＶやモラハラ被害が継続するおそれがあります。
この場合、裁判所の判断で単独親権とすることとされています
が、その判断は困難ですし、裁判所としても判断しなければなら
ないことが増大し、対応しきれるのかという問題もあります。

当事者間で激しく争っている場合は、共同親権のメリットが当て
はまるか疑問であり、デメリットが大きいと思います。
そもそも、適切な話し合いができる父母間においては、養育費の
支払いも、協力的な子育ても十分に期待できると思います。
しかし、導入が決まった以上、弁護士としてはこの大きな変化に
対応せざるを得ません。制度の問題点を意識しながらも、より
良い解決策を見出していく必要があると思います。

また、当事者となった方としては、選択肢が増えることになり、どうすべきか困る
ことも多く出てくることでしょう。
共同親権をはじめとした離婚に関するお悩みにつきましては、弁護士にご相談
いただければと思います。
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